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「第万額画全国大会 パ ネル  

情報 ・信頼 ・市場の 質

　　1910 〜 30年代台湾に お ける

肥料市場 の 展開 と取引 メ カ ニ ズ ム

平 井　健 介

　本稿で は，日本植民 地期台湾 に お け る肥料市場 の 展開を考察 し，農民 の 肥 料需要を支え

た 取引メ カ ニ ズ ム に つ い て ，以下 の 3点を解明 し た。第 1 に ，農民 の 肥 料購入 ア ク セ ス

は ，当初 は 農会 の み で あ っ たが ，農民 の 肥料需要が増大
・多様化す る 中で，台湾人肥料商

が 新 た に 加 わ っ た こ と。第 2 に ，農民 は 肥 料購入 に 際 し て 金融 ・不 正 肥 料問題 に 直面 し

て い た が，こ れらの 問題 は 制度的な対応 （産業組合な どの 金融機関 の 設置，同業組合，肥

料取締法 の 施行）で は 解消 す る に は 至 ら な か っ た こ と。し た が っ て ，第 3 に ，農民 は ，

金融 ・不 止 リ ス ク を軽減 して くれ る信頼出来 る相手 と の 取引を 通 じ て ，こ れ ら の 問題を解

消 して い っ た こ とで あ る。農会 の 肥料事業は，金融的便宜 の 提供 と と もに ，不 正 へ の イ ン

セ ン テ ィ ブ が ない た め，農民 に と っ て 信頼で きる柑手 で あ っ た
。

ま た，rh 場取引に お い て

農民が 選 ん だ の は籾 と肥料を 扱 う兼営土壟問で あ り ， 兼営土壟間 は ，前貸 し制 と結 びつ い

た 肥 料取引の 下で は 不 正 を行うイ ン セ ン テ ィ ブを もたない た め ．農民 に と っ て 信頼す る に

足 る存存．で あ っ た 。

は じ め に

本稿 の 主題 は ，日本植民地 期台湾 の 台中州を取 り上け，稲作を め ぐる肥料市場 の 展開を考察し，

農民の 肥料需要を支えた取引 メ カ ニ ズ ム を 解明す る こ とで ある 。

　周知 の よ うに
， 日本植民地期の 台湾は ，日 本 の 「食糧原料某地 」 とし て 位置づ け られ，米 ・砂

糖 の 増産が 要請され る 中で ，日本 と同様 に ，肥料を 多投す る農業が展開 し て い た 。 しか し，清朝

期の 台湾に お い て は，農民は 施肥習慣に 乏 し く肥料を購入する こ とは ほ と ん ど な か っ た
。

し た が

っ て ，日本の 要請の
．
下に 台湾が 「食糧原料基地」化 されて い く過程は ，農業 レ ベ ル に お い て ，農

民に 肥料需要が形成 され，肥料取引が円滑に 行われ て い く過程で もあ っ た の で ある。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1）

　肥 料需要の形成過程に お い て は ，地方農政 を担 っ た農会の 役割が重要で あ っ た 。 筆者は 別稿で

肥料需要形成に お け る農会の 役割に つ い て 検討 し，農会 の肥料事業は 肥料需 要の 創出に と っ て 重

要で あ っ ただ け で な く，農民が市場か ら退出 し た 際の 肥 料供給主体と して 機能す る こ とで ，農民

＊ 　本稿 は ，慶應義塾大学大 学院経済学研 究科 ・商学研究科／ 京都大学経済研究所連携 グ 1ユ ーバ ル

　COE プ ロ グ ラ ム 「市 場 の 高質化 と市場 イ ソ フ ラ の 総合的設計 」 に よ る 研 究 成果 の
・
部 で あ る。本稿

　の 作成 に 当た り，中田 裕啓氏 （杉原 産業株式会社），柳沢遊教授 （慶應義塾大 学），林満紅教授 （中央

　研究院近代史研 究 所 ），財 団 法 人二 井文庫 に は 史料 の 閲覧で お 世 話に な っ た 。 記 して 感謝中 し上 げ る。

1）　台湾の 農会に つ い て は，李力庸 『日治時期台中地 区的農会輿 米 作 』 台 北 ：稲郷出版社，2004 年 ；

　や まだ あつ し 「1910年代台湾 の 地方農政
一

米種改良事 業 を 中心 と して 一
」 r名古屋大学人文社会学部

　研究 紀要 』 13 （2002年 11 月），な どの 研究が あ る 。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2）

の 肥料需要を支えて い た こ とを明 らか に した 。 本稿で は ，
こ うした点を踏まえ，残 された 課題で

ある，農民 の 肥料取引が ど の よ うに展開 して い た の か に つ い て 考察する こ ととなる。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 a．）
　先行研究に お い て ，稲作を め ぐる肥 料取引に つ い て は ほ とん ど検討が 加 え られ て こ なか っ た。

米穀業史研究で は ，植民地 へ の産 米増殖要請の 高ま りを背景に ，1920年代に 導入 され た牛産性

の 高い 蓬莱米の 生産量が 増大す る 中で ，肥料消費量 も増大 し た とい う，部分的な言及に とどま っ

て きた
。

た とえ ば，川野重任は ，「多肥農業 の 発展，と りわ け巨額の 購買肥料を施用す る とム ふ

形に於ける集的農業へ の 移行が，急速且顕著な る形に 於て 見られ た の は ，云 ふ まで もな く蓬莱米
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4｝

の 出現以 後の こ とで あ る 」 とす る。ま た
， 除照彦は

， 台湾米穀業 に つ い て 1920年代，と りわ け

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 おひ

蓬莱米普及 以後を分析して い る 。

一
方，肥 料流通に 関する研究 と し て ，長妻廣至お よび林満紅の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 e）

研究を挙げる こ とが で ぎる。長妻は 1920年代 の 三 井物産 台南支店 の 肥 料取引に つ い て 考察し，

三 井物産 に と っ て 農会が 重要な販売先で あ っ た こ と を 指摘す る 。 また ， 林満紅は 「満洲国」 建国

以後，台湾人商人が台湾 ・満州間貿易に参入 する こ とで 国際経験を蓄積 し た とし，重要な取扱品

日の 1 つ に 大豆粕を挙げ て い る。

　し か し なが ら， こ れ らの 先行研究は ， 第 1に ，肥料市場の構造 と変容が解明 され て い な い と い

う問題を 有 して い る 。 すな わち ，米穀業史研究で は，1920年代に おけ る肥料消費の 量 的な増大

が指摘され る の み で あ り，質的な変化が 見られた の か ，質 ・量双方 の 変化が供給構造 に どの よ う

な 変化を もた ら した の か が 不 明で ある 。 また，供給面で は ，長妻に よ っ て 1920年代の 三 井物産

一
農会問関係が解明されて い るが，それ も供給全体 の

一
部分で しか な い

。 本論で 明 らか に す る よ

うに ，第
一次大戦を境に 多くの 台湾人肥料商が 台頭 し て お り， 台湾 の 肥料市場 は ，需要構造と供

給構造 の 双 方で 大きな変化を遂げ て い た の で あ る 。 本稿で は ，第 1 節に お い て ，1900〜30 年代

に お け る 肥料市場の需給構造 の 変容を 解明す る 。

　第 2 の 問題点 と し て ，肥料取引，と りわ け農民 の 肥料購入 に 際 し て い か な る問題が あ っ た の か

を 検討し て こ なか っ た こ とが挙げられ る 。 肥 料は安価な もの で は な い ため ，農民は 肥料購入 資金

を融資す る 主 体を 必要 として い た。また，第
一

次大戦後 の 肥料取引で は様 々 な不正が横行して お

り
， 農民 が 良質 の 肥料を 必ず購入 で きる とは 限 らなか っ た 。 すなわ ち，肥料を購入す る農民が抱

え て い た問題は ，農村金融問題 と不正肥 料問題 の 2 つ に集約され る 。
こ うした 問題 に 対し て は 総

督府，農会，肥料業界 に お い て 様 々 な対策が 講 じられた 。金融問題 に つ い て は銀行，1913年の

2）　平井健介 「台湾 の 稲作 に お け る農会 の 肥料事業 （1902−37年）
一

台中の 市例一
」 r凵本植民地 研

　究 』 22 （2010年 6月）。

3）　 日蔗 作 に 用 い られ る硫安 に つ い て は，湊照宏 「植民地 期 お よ び 戦後復興期台湾 に お け る 化学肥 料

　需給の 構造 と展開 」 田島俊雄編 r20　iu一紀の 中国化学 工 業
一

永利化学 ・天原電化 とその 時代
一

』 東京

　大学仕会科学研究所，2005 年，所収，があ る。
4）　川野重任 『台湾米穀経済論 』 有斐閣，1941 年 t75 頁。
5）　徐照彦 『口本帝国主義 トの 台湾』 東京人学出版会，1975 年。
6） 長妻廣至 「戦前期三 井物産 の 台湾 に お け る 活動 」 長 妻廣 至 遺稿集刊 行 委 員 会 r農 業 を め ぐる 日本

　近 代
一

？葉 ・三 井物産 ・
ラ
ー

トゲ ン
ー

』 日 本経済評論社，2004 年，所収 ；お よ び 林満紅 「日本植民

　地 期 台 湾 の 対 満州 貿 易 促 進 とそ の 社 会 的 意 義 （1932 −1941 年）」 秋 田 茂 ・籠 谷直人編 r1930年代 の

　ア ジ ア 国際秩序』渓水社，2001 年，所収 。

118　　（444 ）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Socio-Economic History Society

NII-Electronic Library Service

The 　Sooio −Eoonomio 　History 　Sooiety

  『社会経済史学』76 − 3 （2010 年 11月）

産業組合法に よ っ て 設立 された産業組合，農会の 事業と し て 農業倉庫な どの 金融機関の 設立が挙

げ られ，不正 問題に つ い て は肥料取締法や 同業組合に よ る品質検査 の 実施 な どが 挙げ られ る 。 本

稿で は，第 2節に お い て ， こ う した制度が 金融 ・不 正問題を解決で ぎた の か に つ い て考察し，そ

の 限界を指摘す る 。 解決されな い とすれば，こ れ らの リ ス ク は ， 取引当事者 の 間 で 解決され る 必

要があ る こ とを意味する 。 そ こ で
， 第 3 節で は ，農民

一
農会間関係 と共に 農民

一
肥料商人間関係

に 焦点を当て
，

こ れ ら の リス ク が ど の よ うに し て 解消され，農民 の 肥料消費が増 大して い っ た の

か を解明する 。

1　肥料市場の構造

　（1） 農会に よ る肥料需要の創出

　清朝期の 台湾 で は ，農民が 肥料を購入 する 習慣 は ほ とん どな か っ た 。 た とえば，1860年代の

イ ギ リ ス 領事報告に よれば ，「他の 産糖地は 廿蔗に 肥料を与える た め 大景 の大 V：・大豆 粕を輸入

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7）

す るが，台湾 で は 全 く輸入 され な い
。 （中略）。 十壌が 大変肥えて い るた め ，施肥 は 必要で な い 」

とされて い る 。 海関統計 に 記載さ れ て い る 大豆 粕輸人 量 は，領事報告の 内容を裏付ける もの で あ

る 。 す なわ ち，海関統言iに 最初に 大豆粕が 登場す る の は 1880年で あ り，
270担 と極少で あ っ た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8）

その 後，1890年代に増大す るが，それ で も 2，000〜4，000担に 過 ぎな か っ た 。

　日本に よ る領有後，台湾総督府は 無施肥生産を問題視 し，農民 に 施肥 を行わ せ る 必要性 に 迫 ら

れた 。 台湾 の 肥料需要を形成 し た の は ，地 方農政 を担 っ た農会 の 肥料事業で ある 。 台湾 の 農会は ，

地 方名望家や地 方官庁 に よ っ て 設立 された 後，1908年に 台湾総督府 に よ っ て 組織化 されて い く
　 　 　 　 9）

こ ととな る 。 農会で は
， 試験場な どに お い て 科学的 見地 に 立 っ た 肥料 ・施肥情報が生産 され て い

っ た 。し か し，こ れ ら の情報を伝播す る に は問題があ っ た。それは ，第 1 に ，台湾で は農民 の 施

肥習慣が乏 しか っ た こ とで あるが ，それ以上 に 重要で あ っ た の は，第 2 に ，総督府に よる再編後

の 台湾 の 農会が，単なる勧農組織に とど まらず，地方官庁に よ る 農政の 遂行機関と し て ，警察権
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1o ］

力 の 介入 を通 じて 農村を掌握す る よ うに もな っ て い た こ とで ある 。 し たが っ て ， こ うした特徴を

持つ 農会 の 牛産 した肥料情報が 農民 の 信用を 得る こ とは 因難で あ っ た 。 農会 は ，肥料情報を農民

に 信用され る情報 へ と転換す る 必 要が あ り，そ こ で は情報 の 信頼度を高め る メ カ ニ ズ ム の 利用 ・

形成が 目指 され た 。

　  老農 ・保正 の 利用

　農会は ，基本的に保 甲制度お よび老農 の 利用を通 じて 情報を伝達す る こ とを企 図 し た
。 保 甲制

7）　Irish　University　Press　Area 　Studies　Series，　British　P α rliα ment α ry 　P αpers．　Chin α
，　Embassor

　α nd 　Consular　Commerciα9　Reports，1854 −1899，42　Vols．，　Shannon，　 Ireland： Irish　University

　Press，1971 −1972．（Commercial 　Report）Commercial　Report　on 　Takow ，1866，　p．73．

8）　黄富 三 ・林満紅
・翁桂音 r清末台湾海関暦 年史料　（1）（m 』 台北 ： 中央研 究 院 台 湾史研 究所，

　 1997 年。

9）　1937 年 に 台湾農会が 設 立 され る ま で の 台湾 に お け る 農会は ，各地方庁 の 農政 の 遂行機関 と し て 機

　能 し た た め ，事業 内 容 も 各農会 で 異 な っ て い た 。

10） や まだ 「1910 年代台湾 の 地 方農政 」。台湾 の 農会 組 織 に つ い て は ，李 r農会與米作 』 に 詳 し い 。
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度は ，中国伝統 の 自治組織で あ り
，
10 戸で 「甲」，10 甲で 「保」 が組織され ，各甲，各保に は ま

とめ 役 と して 甲長 ・保正が置か れた 。 村は い くつ か の 保に よ っ て 形成 される こ ととな る 。 保甲制

度は 19世紀末に は 有名無実化 して い た が，総督府が 1898年に 発布し た 保甲条例を通 じ て ，再 組

織された 。 再組織化後 の 保甲制度は
， 地方行政 の 補助機関と して も機能し，保止 は 地方官庁が し

ば し ば招集 し た保正会議 な どで 告知 され る農会の 事業を遂行 し た り，保 甲内の 農民 に 伝えた りし

た 。
「保内第

一
流 の 人物 」 が担当す る保正 と 「甲内 の 名望家」 が担当す る 甲長が 「保甲内の 住民

に 対 して 常に 教戒指導の 任に 当た る べ き使命を有」 して い た の で ，保甲制度は
一
種の 情報伝達シ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ll）

ス テ ム とな っ た の で ある 。 他方，老農は 篤農家と も呼ばれる新技術 の 導入 に 積極的な農民 で あ り，

総督府や農会の 事業に 協力する よ うに 各村か ら 1〜数人選抜され，1910年に は 台湾全土で 554名
　 　 　 　 12）

に の ぼ っ た 。 そ して ，農会は ，農閑期を利用 して 保正 お よび老農を各地 の 派 出所に 強制招集 し，

緑肥牛産技術を習得する緑肥事業や ，様 々 な農業知識 ・技術 の 習得を 目的とす る農事講話会 ・農

事講習会 ・農事視察へ 参加 さ せ た
。

　これ ら の 肥 料事業に お い て ，新技術の 導入 に 積極的な老農に は ス ム
ーズ に 情報を流布で きた 。

老農 の 役割は ，生産力 の 向上 を通 じて ，そ の 農法を
一

般の 農民に 示す こ と で あ り，農民が老農か
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13 ）

ら種子 を購人 する こ と もあ っ た 。一方 ， 保止 の 多 くは商人や農業に従事 し な い 地宅などで あ り，

情報 の 流布は困難で あ っ た 。 例 えば豊原の ある保正 は ，肥料を 各農家 に 配布す る契約書に捺 印し

た に もか か わ らず実行 し な か っ た こ とを農会 に 詰悶 され た際，「農会か ら脅迫 さ れ て 仕方な く捺
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14 ）

印し た か らだ 1 と答え て い る 。 し か し，農事講習会が 「全管内に 亘 り米作地 保正全部を当該区に

　 15 ）

召集」 されて 行われ るな ど，保 正は強制的に 農法を 習得 させ られた。し た が っ て ，「緑肥 栽培 の

慣習な き地 方に 二 十 ヶ 所 の 緑肥栽培試作田を設 置し （担当す る保正 に は一 引用者注）緑肥種子を

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 IG）

補給す る の 外，緑肥 代を補助 し之が試作の 成績 に 依 り地方農民に 栽培の 模範を示 」すた め に ，

1907年 よ り始め られた緑肥試作田事業が ，1909年に は 「其成績良好な るを見て 農民 自ら進て 之
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 17 ）

れが栽培を 行ふ の 気運に 達し た 」 と さ れ る よ うに ，「保内第
一

流 の 人物 」 で ある保止を介す こ と

に よ っ て
， 農会 の 牛産 した情報は 農民に 比較的 ス ム

ーズ に伝播 した 。
こ の よ うに，保甲制度は 情

報 の 信頼度を高め る メ カ ＝ ズ ム の 1 つ として 機能 し て お り，農会に よ っ て 積極的に 利用 され た
。

　  農業組合 の 設 置

　た だ し，保 甲制度の利用だけで は 必ず しも十分で は な く，農会は 情報の 信頼度を 高め る メ カ ニ

　　 11）　以上 ，保 甲 制度 に つ い て は ，杵淵義房 r台湾利
．
会事業史』徳友会，1940 年，992 ，1006，1020

　 　　 頁。

　　 12）　大 日本篤農家名鑑編纂所編 r大 日 本篤農家名鑑』 1910年，536−540頁 。 李に よ れ ば，篤農家 の

　　　多 くは 大地 主 な ど で は な く，中小 の 自作農で あ っ た と して い る （李 r農会與米作』 168頁）。

　　 13） 李力庸 が 張瑞茂氏 （1926年生） に 行 っ た 聞き取 りに お い て ，張氏 は 「農民 は ど の 老農が 高品質

　　　 の 籾 を販売 して い る の か を保正 に 尋ね て い た 」 と答え て い る （李 『農会與米作』 256 頁）。

　　 14）　張麗俊著 （許雪姫
・
洪秋芬編纂 ・解読）r水竹居主 人 目記 第二 巻』 台北 ： 中央研究院近代史研究

　　　所．2000年，317頁。

　　 15） r台湾農事報』 （「人正 七 年各庁農会経費及事業経営概要 」 第 聾 2 号，1918 年 9 月） 29 頁。

　　 16）　r台湾農事報 』 （「明 治四 十 二 年度各庁農会事業計画 ： 台中庁農会 」 第 36 号 ，1909 年 11 月）48

　　　頁。同 （「台中月農会明治四十 二 年度事業成績」第54 号，1911 年 5月） 52 頁 。

　　 17） 『台湾農事報』 第 54 号，52 頁 。
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ズ ム を新た に 形成す る 必要性 に 迫られ た
。

1919年度の 台中庁農会報に は ，「庁下 の 農事改良施設

並 に 指導奨励は庁及ひ 本会に 於て 直接農家に 対 して 行ひ 来れ る もの に して 其成績見る へ きもの 不

　 　 　 　 　 　 　 　 　 マ 　　　　 ？

少 と雖農家の 多 くは 智誠低級に して 理 解力に 乏 し く啻に 世運に 遅る る の傾 向あ る の み な らす往 々

官庁農会の 方針 に対 して 誤解を抱 くもの あ り」 とあ り，事業開始か ら 10年以上経 っ て も， 農会

の 事業を信頼し て い な い 農民が 存在 し て い た こ とが分か る 。 そ こ で 農会は 「進ん て 農事改良を徹

底的た ら し む る 目的を 以 て 並 に 本会の 事業 とし て 町村農会 に 類似せ る農業組合を庁下全般 に 亘 り

て 設置せ し む る こ と とし （中略）農会施設事業の 各般に 亘 りて 関与せ しめ 之か 遂行 Lの 補助機関

た ら し め 尚ほ 地方農事改良 Itの 白治機関 と して 運用せ しむ る 」 こ ととし，1919年 7 月以降，各
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Is）

地 に 農業組合を設置 し て い っ た 。 農業組合の 職員の 多くは
， 各地 の 保甲書記を兼務する 台湾人で

　 　 Is ）

あ っ た。農会は ，農業組合を 台湾人に よ っ て 運営させ る こ とで ，農政の
一部を 台湾人に 委譲 し ，

情報の 信頼度を高め よ うとしたの で ある 。

　以上 の よ うな メ カ ニ ズ ム の 利用 ・形成 を通 じて ，1910年代に は 農民 の 肥料需要が創出されて

い くこ ととな っ た の であ り，こ れ が後の 肥料消費の増大を支えた要囚 の ユつ で ある 。

　  　肥料需給の構造

　  肥 料 貿 易

　表 1 は ，台湾の 肥 料輸移入 量を示 し た もの で あ る 。まず，輸入 に つ い て 見て み よ う。輸入 は

1903年 の 大豆 粕 1万担 を 嚆矢 と し 1909年を境に 急増 し始め ，1916年 ec　loo万 担，1920年に は

180万担に 達 し た 。 そ の 後，第
一

次 大戦後の 不況 の ilTで 1921年 に 急減す る が ，1920年代半ば に

再び急増し，1929年 に は 400万担を 突破 した 。種類別に 見て み る と，ほ とん どが稲作に 用い ら

れ る大豆粕で あ り中国東北部か ら輸入 された 。 1920年代に 入 る と ヨ ーロ ッ
パ か ら硫酸ア ン モ ニ

ウ ム （以下，硫安）が輸入 され始め ，主に廿蔗作に 用い られた 。 次 に 移入を 見て み よ う。 移入量は

1920年代 ま で は 100万担前後 で推移 し，1930年代の 好況期に 入 っ て 急増 し た 。種類別に 見て み

る と，輸人 とは異な っ て 品 目が多岐に わ た っ て い る こ と が 読み 取れ る 。 す なわ ち ，硫安，過燐酸

石灰，調合肥料 とい っ た化学肥 料が中心 で あ り，主 に 甘蔗作に 利用 され た 。
こ こ か らは

， 硫安に

お い て 競合が 見 られ る もの の
， 概 し て 有機質肥料 （大豆 粕）を輸入 し化学肥料を移入す る とい う，

輸入
・移入 間の棲み 分けを形成しながら ， 台湾 の 肥料輸移入量が増大 して い っ た こ と が 分か る 。

　稲作に 用 い られ る大 豆粕 の 貿易に 従事 し た商人 に つ い て ，各商人 の 取扱量を示 し た表 2を 見て

み よ う。 史料の 制約か ら 1930〜32年の 取扱量 しか判明し なか っ た が，表か らは，肥料貿易に 従

事 した貿易商人は ，日本商社だけ で な く， 多岐に わ た っ て い た こ とが分か る 。 すな わ ち，三 井物

産に 代表 され る 口本商社 の 取扱量 は 全休 の 40〜50％ に と どま っ て お り，在台 日本商人 （杉原産

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2e）

業）が約 30％ ， 台湾人商人が 10〜20％，肥料会社が 10％ 前後を 占め て い た 。 と りわ け，在台の

18） 以上 ，台中庁農会 r会報 n9　11号 （1919年度）』 1920 年，37 −38 頁 。

19） た とえ ば，台中州農会 『会報 第 14号 （1922 年度）』 1923 年，83 頁 。

20） 林満紅 は 1932 年 の 満州国建 国以降 に 台湾人商人 が積極的 に 台満貿易 に 進出 し た こ とを指摘す る

　が ，大 豆 粕 k 関す る 限 り，1920年代 に は 台湾人商人の 活発な貿易が 展開 して い た こ とが窺え る 。 林

　満紅 「H 本 植民 地 期 台湾 の 対満州貿易促進と そ の 社会的意義 （1932−1941 年）1 秋田茂 ・籠谷直人編

　r1930年代 の ア ジ ァ 国際秩序』 渓水社，2001 年 ，所 収。
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表 1 台湾の主要肥 料 輸移 入 量 （1903〜35年〉 （単 位 ：扣 ）

大豆 粕 硫 酸ア ン モ ニ ウ ム ． 過燐 酸石灰 調 合肥 料

年
一

輸 入 移 入 i　 輸入 移 入 輸入 移 人 輸 入 移 人

190310 ，570 n・a　 I o 0 n ，a 皿，a
190412 ，005 n．aI　　　　I

0 0 n ．a n．a
190510 ，745

　　　　 In
．a 0 0 n ．a1 n，a

190613 β03 n．a 0 0 n・a
「

n．a
1907121 ・163 n．a 0 0 n．a 　　I n．a
19081 　 17227 n ．a 0 0 ．

　　　　 n．a n ．a
　 　 　 　

．．
1909125 ，963n ．a 0 0 n．a n 、a
1910

．
　　287，005n ．a 0 0 n．a n ．a

1911289 ，13697 ，380 0 0 163224 n ．a
1912617 ，35693 β18 0 0 426 ，653 n ．a
19135D6 ，27821 ，681 oI 0 439β92 n ．a
1914551 ，366

．
75，534 0 0 417 ，835 n ．a

1915　　　898 ，111
ユ9ユ6　 1．  13，161
1917　1，150，06  

1918 　 1．188，942
1919 　 1，569，495
1920　　1，868，e79
1921 　　1，374，323
1922　　1，579，757
1923　　1，687 ，783
1924　2，438，923
1925 　 3，000 ，601

50，50r）

111，955206

，85516

，470 ．

62．47421

，478

　 7．817
　 425

　 197

　 7，779
　 121

　 　 0

　 　 0

　 　  

　 　 0

　 　 0

　 　 043

，02837

，48289

，299179

，352502
，445

　 　 0

　 　 0

　 　 0

　 　 0

　 　 0

　 　  

73，821113
，9671

148，06  3

278，080259

，599

65／，564837

，9581

，003，774629

・176　．
312，610 ．
306，7503
212，222215

，641245

，273454

，244567

，574

　 n ．a
　 n ．a

　 n ，a
　 n ，a279

，029392

，9ユ0373

，676324

，511198

，994345

，742260

，642
19262 ，792，32639 ，541736 ，022158 ρ20 562，935 166，283
19272 ，878，5106 ，5071 ，137，459135 ，117 665，794 115，684
ユ92819292、745，668

2，818，73233
，80614

，6781
，5532781

，206 ，840129
β71247

β88
1699・888
　　649，416

i183・104
　　161231

19302 ，945，66425 ，8341 ，384 β20575 ．874 1584，918 200 ，965
19313 ，359，163 01 ，5061723314279 535，2441 307，466
19323 β53，848 0651 ，135867 ．1821 ・・6… 3i 381 ，533
19333 ，161，844 0669 ，147968 ，564 835 ，1361 590，726
1934　　　　．3，753，88126 ．7899892041 ，269，298 990 ．239 595，917
193513 ，524，3806 。129853 ，8701 ，625，626 1，044 ，731 804，426

　　　　 出所）　台溶総 督府則務 局税務課 『台湾貿易 四 十 年表』 1936 年，307−309，673−676 頁。

商人で取扱量 の 約 50％ を 占め て い た こ と は 特筆す べ きで ，台湾に お け る 肥料需要 の 増大は ，こ

れ らの 商人 に 新た な ビ ジ ネ ス チ ャ ン ス を提供す る もの とな っ て い た の で ある 。

　  島内肥料取引

　次に ，これ らの 肥料が台湾内部に お い て どの よ うに取引 され て い た の か を 考察 し よ う 。 肥料需

要が形成 され て い な い植民地化初期の 台湾に お い て ，貿易商人 の 取引対象は農会に 限られて い た 。

とい うの も，農会は，肥料需要を形成す るため の 肥料事業の
一

環 と し て ，農民 に 対 して 肥 料共同

購買事業 （以
一
ド，共同 購買 と 略記）を 実施 し て い た か ら で ある 。 台中農会は 1910年 よ り，大豆

粕 ・過燐酸石灰 ・調合肥 料を対象に 共同購買を 開始 し，当初は第一期作用 の 肥 料し か 扱わ なか っ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 21 ）

た が，1922年以降は 第 二 期作用 の 肥 料 も扱 うよ うに な っ た 。農会は ，管轄内 の 購入 希望者か ら

の 申請を取 りま とめ ，作付け が始ま る 約 2 ヵ月前に 一般競争入 札 に 付した 。 表 3 は 稲作で 使用 さ

21）　詳 し くは 平井 「農会 の 肥 料事業 」 75−76頁 。
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表 2 商 人別 大豆 粕 輸移入量 （1930〜32年） （単位 ：担〕

日本 商社

　 三 井台北

　 三 ）1’高雄

　 三 菱台北

　 安 部幸

在 台 日 本商人数

　 杉原産 業

H 本肥 料会社

　 日清製油

　 多木合名

在 台肥 料会社

　 台湾肥 料

台湾商人

　 義骨r〔発商彳丁

　 ＋1如春
．
商店

　 泰安
．
商行

1930年

観 　　移 入

310，219686

，637
　 　 0

　 　 0

690，487

　 　 　 1327
，610 ．

　 　 0

10，579

01

，56400

合計

310 ，219688

，201
　 　 0

　 　 0

輸 入

607，414664

，698

1931 年

1
移人 合計

　　i1498

　0

000 607．4664

，6

5，980

0　　690，487 　　726．691

o

！98327
，610　　137，637

　 168 　　　　　0

0　　 10，579 o

1Q．653 　　　　　　　0　　　10、653　　　12，420

14，720 　   14，72012 ，880
184．52 】．　　　 5，476 　　189，997　　144，578

　 　 　 　 0

型　 5・980

輸人

744，94402

，8764

，4091

，89

1932年

5831　727，274　　983．519

0　　137 ，637　　172，475

0　　　　 　0 ．　　　　 0

0　　983 ．519

0

0　　172，475

0

  　　　　3．680 　　　　　184 　　　　3β64

0　　　12，420　　　85，6D4
0 … 12，88e 　17ρ20

0　　144，578 　　　　2ユDO

0　 　 85，6e4
0　　 17，020

0　 　 2，100

英南商行

金徳裕合記商行

和栄 商会

↑日．裕商行

100，28027

，140109

，36039

，146

　　0

　　0900

　　0

100，28D　 1  2，960
27，14D　 　 L213

110260 　 　 37，030

39，1461　 29，440

0000102．960　 127，490

　　1，213 　 　 4。900

37，030　 　 47β8 
　 　 　 　 　 　 i29

，440　　28β80

0　 127．490
0　　　4，900
0　　 47β80

  i　 28β8 

合　計 2．511 β528 ．108
　　　　　　　　　　　　　　　　．
2，519，461　2，482，9421　　　　5832 ，483 ，5252 ，776．666 1842 ，776，85D

出所 〉　台湾銀行調査課 『肥料 に 関す る 調 査 物並 資料』 1934年，附表。

れた主 要な肥 料 で ある 大豆 粕 の 入 札状況 を示 した もの で あ る。入札に 参加す る商人は大量の肥料

を取引するだけの 資力が必要 とな るた め
， 当初は 三 井物産や駅伝社な ど に 限られた が，第

一次大

戦期 〜1920年代に は盛進商行や杉原商店な ど在台 日本商人 の 台頭 も見られ る よ うに な っ た 。 大

コ取引で あるた め
， 肥料輸入 商に と っ て 農会 との 取引は 重要な商売で あ っ た 。

　農会の肥料事業の 影響を受け て
， 農民の 肥料需要が急速 に 増大 し た が

，
そ れ は需要量 の 増大 の

み な らず，元肥 に 加 え追肥 に 対す る需要が増大す る と い う質的な変化を伴 っ た もの で あ っ た 。
こ

の こ とは，農会 ・製糖会社 の 購入時期 で は な い 4〜5 月お よ び 8〜10 月の 大豆粕輸入 比率が，植

民地化当初 は 1〜2％ に 過 ぎなか っ た の に 対 し，1920年代に は 20〜30％ に 増大 し て い た こ とか

ら も裏付け られ署。農会 の 共同購買は 主 に 元肥需要に 応 え る もの で あ り，追肥需要を捉 えた の は

島内の 台湾人肥料商 で あ っ た 。 彼らが い つ 頃か ら営業を開始す る よ うに な っ た か は 不 明で あるが，

1920年に は 台湾全圭に 879名の 肥料営業者が お り，台中は その 30％ （約 260 名）を 占め た と さ れ

窰。 また ，三 井物産 の 史料に よ る と 1920年代半ば に 台湾中南部 に は約 300名の 肥料商が い た と

されて い 碧。1923年の 台中州 に お い て
， 大豆粕の 供給 （稲作 以 外 も 含む ） は 農会が 32％，製糖会

社が 7％，肥料商人が 59％ とな っ て い た よ うに ，第一次大戦以降の 肥料供給で は肥料商人の プ

レ ゼ ン ス が高ま っ て い た の で あ 習。 台湾 の 稲作に お ける 肥 料消費は，先行研究が指摘す る 1920

22）　台湾総督府税関 r台湾貿 taJ］表』 1909 −13 年，1916−29 年各月。

23） 「肥 料 の 奨励 と 取締法 の 急 務 （二 ）」 『台 湾農事報』 第 203 号 （1923 年 10 月）16 頁。

24） 三 井物産台南支店長 「支店長会議参考資料 」 1926 年，三 井 文 庫 所 蔵，物産 387 ．61 頁。
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表 3　台中農会 の 大豆 粕入札状況 （1910〜1926 年 ）

年
　数　量

（塊 ＝46 斤 〉

1910

ヱ913 9D，

1914
　　　　… 82 ，

9D，889

　 58982

，742

19151140 ，036

，483
．301

，126

，2511
　 　 1

，151

，4e3

単価 （円）　 額 （円）　 商 　人

1．501
、681
．721

，731

．171
．261

．431
．452
、052
．333
．232
．602

．59

157，238

契約 日 用　 途

ニ ナト物産 　　1910 ，11．20
三 井物産　1911 ．2，8
三 井物産

…

1911．3，10

　 691 駅伝社

104，412　駅伝社

190，484384

，39990

，728

駅伝社

盛進 商行

盛進商行

原表記 載

1911 年度第 ・期作用

1911年度第一
期 作用

1911年騨
一
期作旦L

1914．12．18　1915 年度第
一

期作用

19】．4．12．18　1915イ
ト度第

一
期 f乍用

1923

1924

．697

，oeo
，482154

，168125

，607323

．878

　 5，863146

。037 ．

19，651

　 4，920

　 2，408218

．853195

，133197

，  16

2．402
．302
，052

．452
．152
．362
．552

，502
．502
．702
，702
．662
．592
，65

1915．11，9　 1916 年度第
一

期作用

1916，10．24 ．1917年度第一．一期 作用　「藤川 類蔵」 注 2 参照

1917．11．1　 1918年度第
一

期 作用　「藤川類蔵 」

880，655 三 井物 産 1918．10．191919 年 度第
一・

期 作 用

2，011，115 三 井物 産 1919 ，9．291920 年度第
一

期作 用

1，497，416 モ 井物 産 1920．10．21921 年度第
一

期作 用

1β03，233 杉原商 店 1921 ，10．241922 年度第一期作 用

140．579 杉原商 占 1922 ．4．241922 年度第二 期 作用

573．750 三 井物産 1922．8281923 イ「度第
一

期作用

283 ，493 大 倉商事 1922 ．8．181923 年 度第
一

期 作 用一1一
377 ，712 三 井物産 1923，5．171923 年度第二 期作用

270 ρ55 三 井物産 1923．10．271924 年度第
一

期作用

765 ρ00 二 井物産 1923ユ2，111924 年度第
一

期作用

14，951 三 升物席 1924．L18 エ924 年 度第
一

期作用

36，531 三 井物産 1924．5．81924 年度 第二 期 作用

49，128 杉 原 商 店 1924．5，311924 年度 第二 期作用

13，274 三 井物産 1924．10．21925 年度 第一期 作用

6，497 杉原商店 1924．10．61925 年度第
．
期 作用

579，173 三 井物産 1924 ユ0，301925 ｛1
’
度第

一
期 作用

504，860 　大倉商事 11924 ．11．27　1925 年度第
一
期 作用

522，959　三 井物産　1924．11．25　1925年度第 　期作用

「城 田種次 」

「域 田 種次 」

「城 田種次 」

注 3 参照

「⊥井滋治 」 注 4 参照

「土 井灘治 」

「土 丿1二滋治 」

「佐倉侃二 」

r ヒ井滋治 」

注 4 参照

1925

142，20081

β62314

，973

2．56　　 363，861
2，67　　　216，911
2．80　　　881．515

三 井物 産

杉 原商店

三井物産

1925 ．4．30
1925 ．5，141925

．10．5

1925 年度第 二 期作川

1925 年度第二 期 作用

1926年度第 ・
期作用

355，445 2．63933 ．399　大倉 商事 1925 ．11．71926 年度第
．一
期作用

1926

354，243178

，245　　　　1

203，293

2．552
，142
．08

　 　 i382

，157423

，458

　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

901 ，548 　大倉商事 　1926．4．19
　　　　 三 力物 産

1

　 　　　 三 井物産

1926．9、301926
．11．25

　　　　　　了．
1926年 度第「 期作用

1927年度第
一

期作用

1927 年 度第
一
期作用

　　　　　　一
「佐 倉侃 二 」

「土井滋治 」

「十井滋 治」

注）　1　1910年は r台湾農事報』第 70 写，附録 48頁。1913 年は r台湾農事報』 第 91 号，68 貝。1914年 以 降は，
　　　台中農 会 『会報』 各年。

　　2 商業 興 信所 r第 36 回 日本全国 諸会社役 員録 』 商業興信所，1928 年 　卜編 691 頁 よ り，盛進商行社員 と判 明。
　　3　鈴木辰三 r台湾民間職 員録 人正 12年』 台湾商工 辻 1923 年 142頁 よ り，三 非物産台中出張所首席 と判明。
　　4　台中州農会 r会報第 17号 （1925年度）』124 −125頁 に，「三 井物 産株式会社土 井滋治」 「大倉商事会 社佐倉

　 　　侃＿」 と記載あ り．

年代半ば以降の 蓬莱米生産の 開始を契機とする 量的な増大だけで はな く，それ 以前の 時期に おけ

る元肥 か ら元肥 ＋追肥 と い う質的な変化 と，そ うい う形で の需要の増大に 応える台湾人肥料商の

台頭に 支え られて い た と言えよ う。

こ れ ら の 台湾人肥料商に 対 し て 肥 料を敗売 した の は，三 井物産な ど旧来の 勢力よ りも， 日清製

25）　台湾総督府殖産局農 務 課 r肥 料需給調査』 1925 年，46−55頁 。
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油や 杉原商店，台湾人貿易商な ど第
一
次 大戦後 に 台頭 し た 新興勢力 で あ っ た 。 H 清製油は 「（大

FE） 9年 10月 に は 中国東北部特産品 の 台湾市場開拓 の た め ，台北 と高雄 に 出張所を 設け ， 当社
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2G］

の 豆 粕販売高は 中国大豆 の 取 り扱い も含め て 台湾総需要 の 6割 に 達 した 」 とされ，三 井物産の 資

料で は 「（日清製油は ）
一

般小売機関 と して 高雄に 出張所を 設置し 台北 と連絡を保ち専門の 本島人

ブ ロ ーカ
ー

を介 し専ら売約に 労め 居 り昨冬来其の 売約高に 於て 当店 （二 井物産）を凌駕す る の 勢

な ぢ
〕

」 とされて い る。杉原商店は 1920年 に 高雄に 設立 され，大連 の 伊丹商店か ら大豆粕を 購入

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2s）

して 台湾で 肥料を販売し た。杉原商店は 「地方商人向け の 販 売に 努力」す る こ とを 日標 と し たが ，

そ の 理由に つ い て 「各地 区の 農会人札に は，種 々 の 資格制限が設け られ て い て ，や は り相当 の 資
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 29 ）

力と実績を持っ て い る商社で な い と これに 参加で きな か っ た ため で ある 」 とされて い る。 こ れら

の 新規参入老は ，従来か らの 肥料の 買い 手 で ある農会や 製糖会社 との 取引が 困難で ある とい う消

極的な理 由か ら，肥料商人 に 販 売する方針を採 っ た の で ある。し か し，三 井物産の 台南支店長が

支店長会議に お い て 「（肥料商人 との 取 引 に ）於て 資力薄弱 な る 同業者 の 活動を容易な らしむ本島

輸移入 高 の 趨勢に就て 見る に 二 ，三 流筋の取扱高逐年増加 の 傾 向に ある は 之を如実に 物語る もの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　　コ　　　　の　　　　る　　　　　　　　　ロ　　　　．　　　　．　　　　　　　　　．　　　　．
な り此秋 （1926年 ） に 当 り当店は 製糖会社並 に 農 会引合は 無論 の 事

．一
般小 口 引合に 特に 力を傾注

ロ　　ロ　　ほ　　．　　．　　り　　り　　り　　の　　ロ　　■　　コ　　リ　　コ　　 ■　　■　　■　　■　　　　　コ　　■　　■　　コ　　サ　　■　　ロ　　コ　　コ　　コ　　　　　　　　の　　　　　
　
　　
ロ
　　
．
　　
．
　　
　
　　
ロ
　　
　
　　
リ
　　
サ
　　
，

す る に あらざれ ば本商内の 発展望む べ か らざる の み ならず同業者に 対す る昔 日の 地位を 維持する

　　　　　■　　　　ロ　　　　■　　　　の　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　
事 さ へ 困難な るべ し （傍点は引用者に よ る）」 と報告 して い る よ うに ，肥 料商人へ の 売込み は ，あ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3o）

らゆ る 貿易商人に と っ て 重要 とな っ て い た の で ある。

　本節で は ，台湾 に おけ る肥 料流通に つ い て 考察 し た 。 農会 の 肥 料事業を 通 じ て 肥 料需要が 量

的 ・質的 に 拡大 した 結果， 日本商社 一農会間に限定 されて い た肥料流通は ，1920年代以 降，新

興貿易商や 台湾人肥料商を巻 ぎ込ん で 多様化 し て い っ た。次節で は ， こ れ らの 主体 と農民間 の 取

引を 考察する前に ，農民が肥料を購入する 際に どの よ うな問題があ っ た の か に つ い て 考察する こ

と とする。

26）　目 清製油 株 式 会 社 80 年史編 さ ん プ ロ ジ ェ ク トチ
ーム rH清製油株式会社 80 年史 』 日清製油株式

　会社，1987 年，26−27 頁。

27）　台南支店 「参考資料 」 56 頁。

28） 杉原佐
一 r思い 出の 記

一
激動 の 70 年間を 牛 き ぬ い た 記録

一
』 私家版，1980 年，杉原産業株式会

　社所蔵 ，
27 頁。β1丹商店 は 伊丹安太 郎 の 個人商店 と し て 1918 年哈爾濱 に 設 立 され，1920 年 に 大連

　に 本店を移 し大豆粕 の 投機取引で 巨利を 得 た が，第
一．．次 大 戦後の 不 況 の 中 で 投 機 に 失 敗 し経営不 振 に

　陥 っ た （口清興 信 所 「満洲特産商興信録 （大連支部）」 同 『満洲特 産亨情』 1925 年，所収，3−4 頁）。

　そ の 結果，杉原商店 は 大連 の 瓜谷商店 との 取引 を 開始 した （杉原佐
一 r思い 出の 記』 33 頁）。

29） 杉原 『思 い 出の 記』 29 頁。

30） 台南支店 「参考資料 」 56−62 頁 。 長妻廣系 は，「参考資料 」 に 記載 され て い る 「約定品 の 荷繰 」

　を取 り一ヒげて ，三 fl’物産 に と っ て 農会が取引先として 重要 で あ っ た こ とを指摘す る 。 長妻廣至 「戦前

　期三 丿1物 産」 37 −41 頁。しか し，こ の 資料 で は ，小 口 売を増大 させ る た め の 手段 と して 農会 との 約定

　が 位置 づ け られ て い る 。農会の 重要性 は 依然 として 高か っ た が．そ の 内実は変化 して お り，1920 年

　代 に は 肥 料商人 との 取 引 が 三 井 物産 に と っ て も重要 と な っ て い た と言え る 。
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2　肥料購入 をめぐる諸問題

　 （1） 農村金融問題

　農民が肥料を購入す る際に 最も大 きな障壁 とな っ た の は ，農村金融 の 問題で あ っ た 。 稲作農家

の 収入 の 多 くが
， 年 2 回収穫され る籾 の 販売に よ っ て もた らされる こ とは 言 うまで もな い

。 しか

し，台湾の 農家経営 は ，肥料需要 の 形成が 見られ て い な い 1910年の段階で すで に 「中流以下 の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 31）

農家に 在 りて は 当期 の 収穫を 以て 次期の 収穫迄支ふ る こ と能は さる 」 状態 で あ っ た 。 そ の後，台

湾銀行を中心 とする様 々 な銀行の 支店 ・出張所が各地 に 開設されて い た が
，

これ ら銀行 の 融 資を

＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32）

堂け られた の は 「大中農企業家及 ひ米商人」 に限 られて い た 。銀行か ら融資を受けられな い 農民

に は ，1913年に 発布され た台湾産業組合規則 に 基づ い て 各地 に 設立 され た信用組合が資金を提
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 33）

供する こ と とな っ たが ，1920年に お い て も 「農業特に 米作に 対す る金融は現在尚甚た 不十 分」

で あ っ た とされ る。こ の ほ か 農会が経営す る農業倉庫等 も資金融通を 行 っ たが，概 して 不 振 で あ

っ た 。 こ うした 金融機関が機能 し な か っ た 要因 は 「金融機関は無担保 の 貸出は
一

般に 之を為さす ，

而 し て 農家 の 金融を得ん とす る は籾 の未た収穫せ られ さる時 なるか 故に 担保となす へ き籾は未た

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 R4）

存在せ す，従て 担保を 要する資金 の 融通を受け得さ る な り 」 とい う状況で あっ た か らで あ る 。 無

担保融 資が 行われ な い 限 り，農民は 金融問題を 解決す る こ とは で きな い の で あ る 。

　 こ の よ うな農民に と っ て ，肥料購入 は農家経営を さ らに 逼迫させ た。肥料 は 決 して 安価な もの

で はな く，た とえば，台中州農民 の 約半分を 占め る小作農 の 支出 （小作料除 く） に 占め る 肥料費

（自給 肥 料含む ） の 割合を 見て み る と，1915年の段階で すで に 17．9％ に 達し て お り，1923〜25年
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 35）

でtt均 26．6％，1930年に は 33％ に ま で 増大 して い た 。 すなわ ち，肥 料を用 い る とい うこ とは ，

生産性 の 向上 に よ っ て 収入 を増や す可 能性が ある
一

方，農家支出は 必 ず 20〜50％ も増大する こ

ととな っ た の で ある 。 そ して，肥 料を購入する と い うこ とは ，従来，米価の 変動に よ っ て の み影

響を受け て い た 農家経営が ，さらに 肥料価格 の 変動に も影響を受ける こ とを意味 し た
。

こ れ らの

リス ク を 少し で も減 らせ る か 否 か が，農民が肥 料を 購入 する に 際 し て 重 要な 関心事 とな っ た の で

あ る 。

　（2） 不正肥料問題

　肥料購 入 に 際 し て の 第 2 の 悶題は，不正肥料の 問題で ある 。 管見 の 限 り，台湾に お い て 最初に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 36）

不 正 肥料の 問題が取 り上 げ られた の は ，1921年で あ る 。 肥料は 「専門家 と雖 も肉眼を以て 直ち
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 37）

に 善悪を識別 し得べ きもの に 非ず」，不 正を 「敢て 製造業者乃至 問屋に 1トらず し て
，

比較的素人
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3s）

に て も内密に敢行する 事を 得」 る こ と が可能で あ る よ うな，情報の 非対称性が大 ぎい 商品 で あ っ

31）　台湾銀 行総務 部 計算課 r中部産米 の 取引及金融の 沿革』 1911 年，21 頁。
32）　台湾銀行調査課 r台湾の 米 』 1920 年，99 頁 。

33）　台湾銀行 r台湾の 米』 100頁。

34）　 三 亀
一

郎 「台湾 の 米取引改善策」 1928 年，7 頁。
35）　「台中米に 関す る調 査 」 「台 湾農事報 』 第 104 号 （1915 年 7 月） 13−14 頁。台 1

−
ii州農会 r主 要農

　作物収支経済調査　附同調査三 力年平 均成績』 1925 年，37，44 頁。台湾総督府殖産局 r農業基本 調

　査書第 28 米牛 産費調査 其 の 二 』 1932年，20 −23 頁。
36）　「肥 料 の 奨励 と其取締 に 就 て 」 r台湾農事報 』第 171 号 （1921 年 2 月）6−10 頁。
37）　『台湾農事報』 第 171 号，10 頁。
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た 。 さら に 台湾 で は民間が利用で きる肥料検査機関が な い た め ，農民や商人は 肥料取引時に 肥料
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 39 ｝

の 品質を 知る こ とが困難で あ っ た 。し た が っ て ，「内地及び外国に於け る 不 合格品，粗悪品を私

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4o）

か に 本島に 搬入 し て ，奇利を収め た 」 輸移入業者が 「可 な り多か っ た 」 と され，こ の よ うな輸移

入 業者か ら肥料を購入 し た 島内 の 「営業者中に も今日只慣習的 に 肥料を 取 り扱 っ て る丈けで
， 殆

ん ど肥 料の よし悪しを鑑別出来ぬ もの も相当に あ っ て ，従米奸商に だ まされ 知 らず 知 らず の 間に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 41 ）

不 正又は 粗悪品を農家に 売 り付けて 」 しま うこ とが 多か っ た 。
こ の よ うな情報 の 非対称性を減少

させ る こ とが重要 とな る 。

　古田和子は，情報 の 非対称性を解消 させ る手段 を類型化 し，〔a｝取引当事者の 学習，  鑑定 済
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 42）

み 製品 の 市場 の 創出 ， （c〕鑑定市場の創出，〔d）法整備と罰則規定，に 分ける 。 台湾 の 肥料市場 の

場合，肥料の 品質を鑑定す る専門的仲介者は存在しなか っ た た め ，こ こ で は〔c）に つ い て は 割愛

する 。 以下 では ，台湾にお い て 〔d｝お よ び［b）が解決方法 と し て 機能 し て い た の か を考察す る 。 ま

ず，台湾 の 肥料市場 に お い て 同業組合に よ る 品質検査機能 〔h｝は 機能 し な か っ た 。
と い うの も，

1923 年に 「取引上 諸般の 改善と品質の 検査等を為す 必 要」 か ら台湾肥料輸移人商 同業組 合の 設

置の 動 きが 見られた が，「申請後発起人に 異動あ り，且 つ 其他 の 事情等発生 」 の た め に ，設立が

1930年ま で遅れ た だけで な く， 組合の 業務に 肥料分析が加わ る の は 1933年を待た ね ばな らな か

　 4s）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44）

っ た 。
一

方，〔d｝に つ い て は ／927年に肥料取締法 （6 月 4H 勅令第 156 号を 以て 公布，府令第 36号 を 以

表 4 肥料検査状況 （1927〜39年 ｝

営 業 者 数 臨検件数 違反 数　 1 臨検率 違 反 率

年　　… 〔A ） 〔B）
　　　　　　　1
〔C ｝ B／A 　 　 ． C／B （％ ）

1927　 13240

　　　　134
1．05

1928 　14 ，1981 　　　 5，889 69411 、40 11，78

1929 4，684 6，578 1317　 …
　 　 　 　 　 　 11

．40 20，02
1930 　 14 β00 6，554 1949 1．37 29．74
1931 4，648 7β20 2037 1．57 27．83

1932 4，476 4，754 1065 LO6 22．40

1933 4．402 5，929 1840 1、35 31，03

1934 4，024 6．683 2266 1．66 33、91

1935 3，975 8．531 2323 2，15 2723

1936 3β06 8，577 2607 2，59 30，40

1937 2，877 6，553 1786 2．28 2725

1938 2，379 6，5荏1 1514 2．75 23，15

1939 2，275 4，005 606 ／．76 15，13

注 ）　 営業 者数 は ，台 湾農 友 会 『台湾 農 事 報』 第 280 （116 頁 〉，289 （174），301

　　 （177 ），　313　（180），　325　（181 ），　337　（173 ），　347　（181 ＞，　361 　（193 ），　373

　　 （184），　385　（184），　397　（194），　409　（193
−194）　弓。

出所 ）　台 湾 総督府 肥 料 試験所 『肥 料要 覧 昭和 11 年』 1937 年，14 頁 ；「・亅 『肥 料 要覧

　 　 昭 和 17 年』 1943 　｛1−，14 頁。

38） 『台湾農事報』 第 203号 ， 13頁。

39） 台湾で は 中央研究所農業部 と高雄検糖所 に お い て 成分分析が pf 能で あ る が，依頼分析 は 行われ て

　い な か っ た （「台湾 に 於け る 肥料 の 取締」 r台湾時報 』 1927年 9 月 弓
．
， 31頁）。

40） 「台湾に 於け る 肥 料の 取締 （
一

）」 『台湾農事報』 第 251号 （1927 年 11 月）6 頁 。

41） 「台湾lc於け る 肥 料 の 取締」 r台湾時報 』 1927 年 9 月号，33 頁。

42）　 rll
』
田和子 ・牛島利明 「情報 ・信頼 ・市場の 質 」 （本 号所載，71 −82 頁）。

43） 太 田 肥 洲 編 r新 台湾 を 攴配 す る人物 と 産業史』 台湾評論社，1940 年，143−144 頁 。
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［大会パ ネ ル ］ 1910 〜30 年代台湾に お け る肥料市場の 展開 と取引 メ カ ニ ズ ム （平井健介）

て 8 月 1 日 よ り施行〉が 台湾 に 施行 された 。 肥料取締法に よ っ て ，従来は 届出制で あ っ た営業は 免

許制へ 移行す る とと もに ，肥料に は成分を記載 した保証票 の 添付が義務とされ た 。 そ して ，肥料

商が法律に違反すれば，総督府は免許を剥奪し営業を 停IEさせ る こ と も可能 とな っ た 。表 4は，

肥料検査状況 を示 し た もの で ある 。
まず，臨検件数を営業者数で 除 し た臨検率を 見る と，各営業

者が約 1〜3件の 肥料検査を 受けて い る こ とが分か る 。 次 に ，違反件数を臨検件数で 除した違反

率が 20〜30％ と高率で あ り，それ に 合わ せ て 営業者数が減少 し て い る こ と は ，台湾 で 不正が横

行し て い た こ とが示唆さ れる と共 に 肥 料取締法がか な りの 効果を 挙げた と言え るだ ろ う。しか し ，

1927〜28年を除けば，違反率が最低で も 15％ に 上 っ て お り，取締法に よ っ て も不正 を解消する

に は 至 らな か っ た こ とが読み 取れ る 。 以 上 の よ うに ，台湾に お い て
， （d）お よ び   に よ る解決方

法は 十分に は機能せ ず ， 農民 に と っ て，依然 として 情報の 非対称性は 大 きか っ た 。 し たが っ て ，

農民 が肥 料取引に 飛 び込むに は ，〔a 〕の 方法，すな わ ち取引当事者の 間で何 らか の 解決が 図られ

る必要が あ っ た 。 すなわ ち，取引当事者間の 利害が ．．・致する メ カ ニ ズ ム を形成 し，機会主 義的な

行動を とる イ ン セ ン テ ィ ブを供給者か ら取 り除 く必 要があ っ た の で ある 。 次節で は，こ の 点に つ

い て 考察す る 。

3　農民の肥料購入行動

　（1） 共同購買に対する 「信頼」

　上 述し た よ うに，農会は ．共同購買を通 じて 農民に 肥料を販売す る，肥料供給 の 1 つ の 主体で

あ っ た 。 台中に お い て 共同購買は 1910年か ら開始 され，購買量は年 々 増大 した。表 3を 見 る と，

1910年代は 1917年を 除い て 急増し て お り，1920年代は増加 と減少を繰 り返 しなが ら も，漸増傾

向に ある こ とが 分か る 。 共同購買は ， ど の よ うに して 農民の 抱え て い た リス ク を減らした の で あ

ろ うか 。まず，金融 面 に つ い て考察し よ う。共同購買肥料は 大量購入 に よ る割引を受け る た め ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 45）

農民 は 安価 （市価の 7〜12％安 ） な肥料を購入 する こ とが出来た と さ れ る 。し か し
， 台中に おけ る

大豆 粕卸売価格と農会の共同購買価格を示 した図 1を見る と，共 同購買価格の 方が安値で あ り続

けた の は 1916年ま で で あ り，第
一次大戦後以降，共同購買は 価格面 で 必ず し も優位に あ っ たわ

け で は な か っ た こ とが分か る 。 価格の 面 か らみ れ ば，農民に と っ て 共同購買を利用する必要 性は

徐 々 に薄れて い っ た と言え よ う。 よ り重要で あ っ た の は，農会が，肥料代金の 返済期限を稲収穫

後に まで 許可 し た こ とで ある 。 共同購買した肥 料の代金支払 い 方法は 即納 と延納があ り，延納期

44） 肥 料・取締法 の 主 な 内容 は 次 の とお りで あ る。まず，肥 料 の 製造 ・輸移入 ・
売買を 希望す る者 は ，

　地 方長官 の 免許 を 受け る 必 要 が あ っ た （第 2 条）。希望 者は ，取扱肥料お よ び 営業地 の 住所 を 届けれ

　ば 免許を 得 る こ とが 出来 る よ うに な っ た が （第3 条〉，免許を交付 され た 者 は 肥料成分 の 保証票を商

　品 に 添 付 す る こ とを 通 じ て ，自らが 販 売す る肥 料 の 成分 を 保証す る義務を負うこ ととな っ た （第4

　条）。 総督府 は ，肥料営業者 ・運送業者 ・倉庫業者の 施設 を臨検し，検査用 の 肥料を無償で 収去 で き

　た ほか ，必要で あれば 捜索 ・差押 も 口∫能 とな っ た （第 5 条）。そ して ，不 IL 肥料 の 所持 ・販 売，虚偽

　の 保証票 の 添付な ど，様 々 な禁止条項 と罰金 ・過料 が 整備 され 〔第 9〜11 条），法律に 違反 し た 場合

　や 公益上 必 要 と認 め られ た 場合は ，地方長官 は 免許を 取消 した り営業の 停止 ・制限 し た りす る こ とが

　可 能 とな っ た （第7 条）。台湾産業組合協議会 『肥料取締法 』 1939 年 ？。

45）　台湾銀行調査課 r台湾に 於 け る 肥 料 の 現状並将来 』 1920 年，43 頁。
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図 1 大豆 粕の 共同購買価格と 卸売価格 （1910〜32年）

（担当 り，円）
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　 出所）　卸 売価格 は ，台湾総 督府官房統 計課 『台湾総督府統計書』 各年。 農会の 販 売価格は，台中州農会 r会報』

　 　 　 各年。

　　　　　　　　図 2 台中農民 の 取 引先別肥料 購 入量 と共 同購 買利 用率 ⊂1920〜32年 ）
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　注）　 1　購入 量 の 多 い 第
一

期作 用の 肥 料 は ，施 肥 の 前年に 購入 され る た め ，農会か ら の 購人 量 は 1 年分 後倒 し

　　　 で 記載 し た、
　 　 　 2　肥 料 商人か ら の 購入 景 は ，施肥 景 よ り農会か らの 購 入 景 を 差 し引い て 算出 した 。
出所 ）　 台湾総 督府殖産局 r台湾 農会要覧』 1933 年，205 ，217 頁。台中州 r台中 州統 計書』 各年。台湾総 督府殖

　 　 産局 r台湾農 業
’
t 報』 大正 9 年版，大正 10 年版。

間は 現品引渡後 1年以 内で あ っ た 。 延納の 場合は 当然利息が発生する が，利息は 100円に 付 き日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 46）

歩 2銭 5厘 と低利で あ っ たた め ，農民 は共同購 買で の 肥料購入 に 際し，資金を調達する必要 が少

な か っ た の で あ る
。

た とえば 1915年第
一

期作用の 共同購買に お い て 即納を選択 し た もの は お ら

　　 46） 代金を 滞納 した 場合は，利息の 2 倍 に あた る遅延利息 を支払 う必要があ っ た 。 台中庁農会 「台中

　　　 庁 農 会肥 料 購 買規 定 ・同施 行 規 則 」 1915 年，第 17 条。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 47 ）

ず，全員が延納を選択 し て い る 。 共同購買に お い て
， 農民は 金融問題を解決する こ とが出来た の

で ある 。

　次 に ，品質 の 問題に つ い て 考察 し よ う。 農会が購入す る肥料は ，化学的検杏を経る こ とで ，品

質が保証 されて い た 。 すなわ ち ， 落札者が納人 す る肥料 は
， 大豆 粕で は 水分 20％ 以下，過燐酸

石灰 で は 水溶性燐酸 19％ 以 上，調合肥料で は 大豆粕 と過燐酸石 灰 の 等分配合で あ る こ とが求め

　 　 　 　 4s）

られ て い た 。 また，農会が共同購買を行 う目的は 施肥 促進 に あ り，農会が不正を行 うイ ン セ ン テ

ィ ブは な い
。 したが っ て

， 共同購買 の 利用 に 際 して
， 農民 の 情報探索 コ ス トは 限 りな くゼ ロ に 近

か っ た と言え よ う。こ の 点は ，共同購買の 利用率に 現れ て い る。農民が 水稲作に 用い る 肥 料を ど

こ か ら調達した の か に つ い て ，図 2を用 い て 考察し よ う。 図を 見る と，1922〜23年を除 い て ，

施肥吊は
一貫し て増大 して い るが，1927年ま で 共同購 買を通 じて 調達す る肥料の 比率 （共1司購買

利用率）が 70％ 前後を 占め て い る こ とか ら，農民は 主 に 共同購買を通 じて 肥料・を購入 し て い た

こ とが分か る 。 上述 した よ うに，当該期に お い て ，共同購買 の 価格は卸売価格を L回る こ とが 多

か っ た こ とか ら，農民 は肥料 の 品質面を重視 して 共同購買を主に 利用 して い た と言え よ う。

　  　肥料商人に対す る 「信頼」

　しか し，1927年以 前に お い て は 30％ 前後，1927年以降は 60％ 前後に あ た る肥 料を ， 農民 は

不 正が横行す る商人 と の取引を通 じ て購入 す る 必要があ っ た 。

　まず，金融問題に つ い て 考察し よ う。 稲作農民が肥料を購入す る に 際 し て ，資金を提供 した の

　 　 と　ら ん け A，
は 「土壟閊 」 （以下，括弧略） で あ っ た 。 土壟問は ，籾摺業者 として 把握されて い るが，彼等は 基
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 49 ）

本的に は 各種商業従事者や 地主 な ど で あ り，多分に 投機が含まれ る 米取引を行 うた め に ，稲の 収

穫期 に 農村に 現れ，収穫前の 籾を担保と して 農民に 前貸しを行 い （「青川 買 い 」），集荷した籾を籾

摺 し，そ の 米を取引する。したが っ て ，農民に とっ て 十薩間は金融業老で ある。 1壟 間は 台湾農

村に お い て は 唯
一
，無担保融資を行 っ たた め ，多 くの農民は 「納税又 は 家計一Lの 費用に 充て ん か

為収穫 に 先つ こ と二 箇月以前 に 於 て仲買商 〔土 壟間 ） に 売約を 結ひ 之か 前貸を受」 け て ．よ うや

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 se）

く生活する こ とが可能で あ っ た 。 そ し て 「本島米取引の慣行は 多種多様な りと雖殆ん と何れの 取
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

「ol ）

引 に 就 て も前貸 の 伴 は さ る もの な し 」 と い う状態 とな っ た の で あ り，徐の 言葉を 借 りる と，．L壟
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 52）

間は 「農村簡易金融機関 として 零細農民を 隷属せ しめ 」 た 。 そ し て
， 農民は 十．ee問か ら の 前貸金

の
一

部を用 い て 肥料商か ら肥 料を購入する こ とで ，肥料取引の 際の 金融上 の 問題を解決 し た の で

ある （図 3  ）。しか し．肥料 の 品質問題は 全 く解決されて い な い
。 なぜな ら，こ の 取引下 で は ，

47） 台 rb 庁農会 r会報 第 7 号 （1915 年度）』 1917 年，109−111 頁。

48）　た と え ば，台 i
−1−i州農会 r会報 第 12 号 （1920 年度）』 1921 年，44 頁。

49）　徐照 彦 は 「一卜壟間 は，籾米 の 集荷を こ れ ま で た ん な る 金融貸付 の 返済と し て の 籾米受取 か ら一
歩

　すす ん で，積極的 な籾米獲得の た め の 金融貸付け へ と，目的 と手段 を 人 れ替え，籾摺業＝流通業を本

　業 とす る 姿に 移 り変わ っ て 」 お り 「土壟問と地主は 人格的 に は しば し ば同
一

人 で もあ っ た。 1壟 間は

　根本的に は こ の ように ，台湾の 地主制 との 共生形態とし て 存在 し えた の で あ る 」 と指摘す る （徐 『日

　本帝国卞 義下 の 台湾』 201 −202 貝）。

50）　 台湾銀行 r中部産米 の 取引 』 21 頁。

51）　台湾銀行 r台湾の 米』 53 頁。

52）　除照 彦 『凵本 帝国主 義 トの 台 湾 』 207 頁。
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図 3　籾 ・肥料取引

土 壟 間
．
2二二二二：

レ

農民
．
； ：：：L

’

肥 料商

　  

兼 営 十壟 問

↑↓
土 壟 聞 夏

一一．一一
：
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｝

農 民
一
ご 肥 料商

A
…

　 ウ

産 業組合

籾　 　→

現金 　．一．．一》

肥 料　
一

→

出 所）　筆者作成。

肥料商人に と っ て 稲作農民 の 籾 の 収穫量は 全く問題 で は な く，機会主義的な行動を取 る イ ン セ ン

テ ィ ブ は 十分に 残されて い た か らで ある。不正取引の根本的な要因は ，肥料が情報の 非対称性の

高い 商品であ っ た こ と に 加 え， こ うした取引形態に もあ っ た の で ある。

　 こ うした 取引は ，1920年代以 降，人 きな変化を 見 せ る よ うに な っ た 。 すなわ ち ，籾 と肥 料 の

取引を兼業 （籾肥兼業化 ）す る商人が 広範 に 見られる よ うに な っ た の で ある 。
こ の 点に つ い て ，

表 5を 見て み よ う。 表 は 1927年発行の r商 T．人 名録』 に 記載され た，1926年度の 営業税 20円

以 Eの 肥 料営業者が 1929 年お よ び 1938年に ど の よ う な営業を し て い た か を 示 し た もの で あ る 。

1929年は 営業税が 50 円以上 の 商人，1938年は 肥料取締法に 基づ い て 公布された 免許を有 し て い

る 者で ある 。 表を見 る と，まず，1926年段階 で 57名の 商人が記載 され て い る が，約 10年後の

1938年に は そ の 内 15 名 の みが事業を継続 して お り， 頻繁 に 退出が 見られる市場で あ っ た こ とが

分か る 。次 に ，そ うした状況下で も事業を継続し て い た もの に 注 目す る と，兼業者が 多い こ とが

分か る 。 すな わ ち，成発 （No ．50） に 兼業化 へ の 移行が確認で ぎな か っ た こ とを除けば， 10名

（No ，　L　 4，10，11，14，15，18，24，46，47）が 1926年時点で 兼業，4 名 （No ．8，30，33，35） は

1926年か ら 1929年 の 間に 専業か ら兼業 へ 移行して い る こ とが 分か る 。 また， こ うした状況 は土

覯間名簿か ら も読み 取れ る 。 米 の キ要産地で ある彰化 ・．員林地 区 に 限 っ て み る と
，

1926年に 台
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ろむ

湾総督府が調査し た⊥鶴間 27 名の 内 7 名が肥料営業者名簿に も記載されて い た 。 1920年代半ば

に はす で に ，肥 料商人 ・一【
．
壟 間双 方か ら籾肥兼業化 の 動 きが見 られ て お り，1930年代 に は 「（肥

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 54）

料 ）売買営業者 に し て 其 の 主 な る もの は 土 壟間 の 兼営する 所 」 と な っ た 。 第 1 節で 見 た ，第
一

次

大戦後 に 台頭す る 肥料商人 の 多くは ，1920年代に は籾摺業を彳i’う十壟間 （こ の よ うな一L壟間 を 「兼

営 土壟間」 と呼ぶ 。以 下，括弧略記） で あ っ た の で ある。

　なぜ ，兼業化の 動 きが見られ る よ うに な っ た の か を 知る手が か りは ，管見 の 限 りな い
。 しか し，

十齷間に つ い て 見れ ば，1920年代後半を境とす る経営環境の変化に ，そ の 要因を 求め る こ とが

で きる か もしれな い 。土壟間は 前貸 し を通 じ て 農民か ら集荷 し た 米を以て し ば し ば投機を行 っ て

53）　台 湾総督府殖産局商 L課 r台 湾米 概 説 』 1926 年，55−60 頁 。 台湾肥 料輸移 人 商 1司業組合編 『台

　湾 肥 料 輸 移 入 商 及 同 製 造売 買 業 者 名 簿 』 1938 年。

54） 台湾銀行調査課 r肥 料 に 関す る調査物並資料 」 1934 年，14 頁 。
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表 5 台 中州 肥料 営業 者 の 動向

営業情報 （1926イ1度現在 ） 専業／兼業．．
区別

1

3
1929 午 1938 年No． 商号 営 業 主

卸 小売
税額 31926 年

1 勝泰 干 成 枝 ○ ○ 270 兼業　 1 有

2 高秒 商行 高木辰之助 ○ ．　 48 専業

13 同春 頼寿 ○ 29 専業

台 巾 ・鹿 港
4　 　

．
益 泰

151 仁 和珍

洪螺II
票鉄

○

○

165
　 73

兼業

兼業 兼業

有

61 施成記 2施金鼎 ○ ○ 100 専業 兼業

171 新 勝記 1張蒼 内 o ○ 129 兼業

18 豊 万公 百」 謝慶 ○ 　○． 458 専業 兼 業 有

9 鮪 礼　 1○ 628 兼業 兼 業

10 万 土 呂 三利　 　
1

○ 0261 兼業 兼業 有
11 義 和 乗乱 ○ ○ 246 兼業 有

12 新 豊順 票深潭 ○ 77 兼業

13 合徳発 周 茂松 ○ ○ 921 兼業

14 金順源 林淡 ○ ○ 195 兼業　 1 兼 業 有

15 復源 ＋栄 ○ ○ 356 … 兼業 兼 業　… 有

16 新 復成 李坤 ○ ○ 120
：

兼 業

17 金 裕 源 李鳥祥 ○ ○ 141 兼業 1

彰化街
18　 　勝源

19 ！新栄源

波清江1
楊 克鑓

○

○

○

○

．1481

　 101
兼業

専業

　兼業
…

イ」

…20A 曲 ．口旦 白茜 ○ ○ 140 専 業

2111 1「三寅 ○ ○ 105 兼業

122 新裕栄

2324
　讃珍

2526
　通記

27 裕盛
28　源 協勝

林 耳

黄謙

黄珍

王 火

蒋全忠

呂天偏

張 発

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　
○

○

1181554532125285316業

業

業

業

業

業

業

兼

兼

兼

専

専

兼

兼

兼業

有

29 黄上 水 0 　 129 　 兼業

有

　
　

有

　

有

　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
有

有

　
　

有

　

　

　

　

　

．　　@@　1　　　　　@@@

　

　

　　．　　I　　@@@@
　　　　@@@@　I　@@@@　　　@@I　　@@　　　　　　　　
@

　

　
　

　

．

　

　

　

　

　

．
　

　

　
　

　

　

　

　
　

　
1
業
業

　

業

業

業

業

業

　

業

業
　

　

業

　
　

業

業

　

　

　

　

業

　

業

兼

兼

兼

兼

兼

兼

兼　兼刀　兼　　兼兼　　　兼@
兼

　

　

　

　

1
　

　

　

　

　

　

．

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

I
　

　

I
業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

業

専

専

専

専

専

専専兼兼兼兼東専
兼

兼
兼

専

専

専

専

兼

兼

兼

兼

兼

兼

　

　

I
　

　

　

　

　

　

　

　

　

I12

836372828637410000299536387

ユ

008945109407778947155603441111

　
　
　

　

　

11111

　

　
　

　

　

334

　　1　@@

21

　

　
　

61

　

　

　

　

　

　

　

1
　

　

　

　

　

．

　

　

　

　

　

1000000000000000080000000000@@@@

　　@　@@@
　　　　　@@@@@　　　@@

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
I
　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

I

　

　

　

　

　

　
　
　

　
　

　
　

　

　
．

　

　
　

　

　

100000

　

000

0
　

000000800

　

00

1
安

水

量

枚

　

　

　

　

却

　

応

　

　
　

　

　

　

益

成

文
　

　

定

謀

才

才

　

雅

思

然

首

山

基

藍

海

茂

欽

氏

川

水

詰

巧

鳳

治

合
坤良池燃春能路見崇大慶修江黄古同張施許許̂囓實

ｩ
張

馮
邱

林

黄

王

T
巫

李

高

施

丁

王

蔡

萸

江

鄲

　

　

　

　

　

I
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

I
　

興

　

　

昌

　
　

　
金
　
　
　

　

　

　
　

　

　

成

　

　
　

発
　
年

発

崇

泰

　

和

　

　

棕

協

益

新

　

盛

豊
発利源怏v　発̀燒

L
和
益興成和黄b　振　　　金王建日　永振ｹ 金ｦ@　成ｦ嚔

O

振

聯

寛

　

　

　

　

　

　

．

　

　

　

　

．

　

　

　

　

　

I

　

　

I
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．

　

　

　

　

1

23456789012345678901234567333333333344444444
55555555 街 林員 出 所）　栗田 政 治『昭 和2 年 台湾商工人 名録』台湾物産

会， 1927 年 ，720 − 724 貞。 杉 　 　 浦和 作 『台 湾商工人名 録第 三 編 台 中

商 工 人名録』台湾

業興信所 編纂部，1
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い た 。と りわけ，第
一

次大戦後に 米価が 乱高 ドする と，活発な投 機取引が展 開され る
一
方で ，投

機 に 失敗 し米 の 受渡し が不可 能 と な る⊥壟間 も続出し た
。

こ うし た 背景 の 中で
，

土 壟間に 出資し

て い た米移出商が ，移出商組合の 規約に よ っ て ，1925年に ⊥ 齲間 へ の 前貸しを 禁止す る こ と と

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ほろコ

した ため，十壟問は農民 へ の 前貸金を調達する こ とが困難 とな っ た 。 また， E醒間は前貸 し相手

で あ る農民 と の 関係 に お い て も困難に 直面 し た 。農会は 各地に 農業倉庫を設置 し て 農家の 籾を寄
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 fi6）

託 させ ，寄託籾に対 して 融資を行 うよ うに な っ た 。 上 述 した よ うに ，農業倉庫は収穫後の 籾を担

保に し て 融資する し，また農民に 米価変動リ ス ク を 負担さ せ るた め ，あ ま り機能 しな か っ た が，

こ うした 金融上 の 問題を 負担 で きる 「強 い 」農民 は 利用 出来た で あろ う。さ ら に ，1930年代 に

入 っ て 産業組合が L壟間 と同様 に 前貸し （「青 出 貸 し」）を開始 し，土鵲間か らの 前貸 しよ りも好

条件 で 農民 に 対 し て 耕作資金を融資する よ うに な る と，上壟間は 「以 前は 自分 の 店が 直接農民か

ら買ふ か或は粟販 人を使 へ ば良か っ たが現今で は 傭人を置い て ：1
， 四十哩 も貨物 自動車を運行 し

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 57）

て 籾買取 に 彳∫く状態」 に 陥 っ た 。 こ の よ うに ，前貸金の 借 り手 と貸し手 の 双方か ら，「土 壟間離

れ」 が進 ん で い た の で あ る 。
こ うした問題 を解決す る手段 が 肥料で あ り，

十 壟間は 兼営土壟問化

を通 じて ，農民 の 「土壟問離れ」 を防こ うと し た と考え られる。肥料だけが要因で は な い だ ろ う

が，「土壟問離れ 」 は あ る 程度回避で ぎた。1935年の 農村金融状況を見てみ る と，米作地 の 小f乍

農民 の 借入 先の うち，産業組合が 20％ で あ っ た の に 対 し，土壟間を 多 く含む 「個人金貸業者 」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5s｝

か らは依然 とし て 60％ とい う高利用率を示 して い た 。

　産業組合や 兼営 ＋壟間 も加 わ っ た ，当該則 の 肥料 取引 に つ い て 図 3一  で 確認 し よ う。 産業組

合 との 取引は現金で前貸金を返済す る点を除けば ， 土壟問との 取引 と変わ らない 。 他方，兼営十

壟間 と の 取引に つ い て ，当時の 資料で は ，「（農民 レお 二 月 よ り三 月，四月 の 初め に 掛け て 金肥 を

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 59）

買は ねばな らぬ 。 地 方⊥ 壟間は 肥料を前貸 し て 儂 民は ）代金は 青田売 の 籾で 払 」 っ て い た こ と，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6o ）

「田舎の ⊥ 壟間は地方 の 消費米 とか 肥料を小作農に 前貸し て 籾 と交換」 し て い た こ とが指摘され

て い る。すなわ ち，第
一
期作 （12〜1月開始） の 追肥需要期に あた る 2〜4月に 農民が肥 料を受容

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 61）

し，その 需要に 応えた兼営土 壟間は ，現金で は な く肥 料や 米を 前貸しして
， 籾 の 集荷 に 当た っ て

い た の で あ る 。

55）　 三 亀
一

郎 「台湾 の 米取引改善策」 12−13 頁 。

56） 本来，農業倉庫は 「籾摺業者は商機に 走 り米 乾燥 の 儘粗雑 な る 方法 に 於 り調整 し転売す る を 以て

　玄米 と して 長期の 保存貯蔵に 堪 へ 」 な い た め に，籾摺業者に 代わ っ て 米 の 調整
・
保管を 行 う事を H的

　に 設立 さ れ た も の で あ る （台湾総督府 『台湾米概説』 68 貞）。

57）　台中州産業主事森忠平 r台湾産業組合倉庫経営附蓬莱米 の 取引並 に 取引上 の 諸書式』台湾産業組

　合 協会，1934年，57−58頁 。

58）　台湾総督府殖産局 r農業基本調査書第 33 農業 金 融調査 』 1935 年。米作地 と は ，原表 の 借 入 先 に

　「製糖会社 」 が 含 ま れ て い な い 地 域 の 調 査 戸 数 937 戸 を 対 象 とす る。負 債原 因 の 内，肥 料購 入 は 13

　％ （家計 ・冠 婚葬祭費を 除 け ぽ 22％〉 で あ る 。

59）　台巾州産業 主 亨 『台湾産業組 合倉庫経営』67 頁 。

60）　台中州産業t 事 r台湾産業組合倉庫経営 』 81 頁。

61） た だ し，「貸付方法は 肥 料雑貨 を 現品 に て 給与す る こ とあ り又金銭を 以て 貸付くる こ とあ る 」 と

　され て お り，全て が肥料で 前貸し さ れて い たわけで は ない 。台湾銀行 r肥料に 関す る調査物』 14−15

　頁 。
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［大会パ ネ ル コ 1910 〜30 年代台湾に お ける 肥料市場 の 展開と取引メ カ ニ ズ ム （平丿腱 介）

　 こ の よ うな取引の 変化は ， L壟問に よる金融的攴配の 強化 ・再編 と把握で ぎる。また ，土壟問

が地主 の 場合に は ，取引に お い て 社会的関係の 影響が大 きか っ た で あ ろ う。し か し，農民は ま た

支配 に H
．
ん じる代償も得て い た 。 そ れは， こ の よ うな取引下 で は ，兼営土壟間が肥料を め ぐっ て

機会主 義的な行動を採らな くなる とい うこ とで ある。なぜなら，肥料取引が利益の 源泉で ある肥

料商 とは 異 な り，兼営⊥壟間に と っ て ，肥 料の 取引は，稲作農民 と継続し た籾取引関係を構築す

る た め の 手段で しか な い
。 H 本に おけ る米 不足 と台湾に お ける蓬莱種 の 開発成 功を背景と して台

湾米へ の 需要が好転する 中で ， k壟間は ，農民 と継続的関係を構築 し て 「土壟間離れ 」を防ぎ，

安定的に 籾を調達し続ける必要が あ っ た 。 また ，土韻間 同士 の 競争 も激 し く， 農民の 生産す る籾

の 品質は
・
定で は な い た め ，よ り良い 品質 の 籾を入手す る に は，好条件を提示 して 農民 と良好な

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 62）

関係を構築する 必 要が あ っ た 。した が っ て ，こ の よ うな肥料取引 ドで は ，取引当事者双方 の 利害

が一致し，兼営士壟間が機会主 義的な行動を取る イ ン セ ン テ ィ ブ は 失われて い る の で あ り，農民

は 兼営上壟間と取引する こ とで ，肥 料品質 に 対す る情報探索 コ ス トをか な り低下 させ られ た と考

え られ る 。
一

方，産業組合か ら の 前貸し を通 じ て 肥料購入 資金 を 調達 し た と し て も， 図 3一  と

同様に ，農民は信頼で きる 肥料商を選択 して 肥料を購入 し なければな い 。肥料取引の 方法が 多様

化する な か で 兼営土壟間と の取引が支配的に な っ て い く背景に は，情報探索 コ ス トを低
．
ドさせ る

こ の よ うな メ カ ニ ズ ム に 対 し て 農民が信頼を寄せ て い っ た こ とが ある と藷え よ う。

お わ り に

　本稿で 考察した こ とを課題 に 即 し て ま とめ ，結論 とす る 。 木稿で 最初に 指摘 し た よ うに ，台湾

の 「食糧原料墓地 」化 の 過程は，農民 に 肥 料需安を形成 して い く過稈で もあ っ た 。 そ の過程 は 当

初，農会の 肥料事業に よ っ て 行われ ，農会は情報 の 信用度を高め る メ カ ニ ズ ム を利用 ・形成 し な

が ら ， 農民 に 肥料需要を形成 し て い っ た 。 しか し，肥料需要が増大 し て い く中で ，農会の 役割は

相対的 に 後景に 退い て い っ た 。 すなわち ，農民の 肥料需要が 「元肥」 か ら 「元肥 と追肥」 とい う

質的な変化を伴 い なが ら増大す る 中で ，肥料供給は ，それ ま で の rH 本商社
一
農会 」 に 加 え て

「在台貿易商 一台湾人肥料商 」 の 台頭が見られ ， 農民 の 肥料需要 の拡人は後者 との 取引に依拠す

る よ うに な っ て い た。台湾の 肥料市場は ，先行研究が指摘す る消費量の増大以上 の ダ イナ ミズ ム

を有 し て い た の で ある 。

　 こ の よ うな市場で 肥料を購入 する に 際 して
， 農民 は 2 つ の 問題に 直面 した 。 第 1は，安価で な

い 肥料を購入す る資金を い か に 調達する か とい う金融問題で あ り，第 2 は ，不 正 な肥料 の 購入 を

い か に 回避する か と い う不 正 肥 料問題 で あ る 。 金融問題 に 関 して は ，銀行，産業組合 ， 農業倉庫

な ど の 様 々 な金融機関が設 置されて い くが
， 担保物件を持たな い 農民 の 利用は非常に 限定的で あ

っ た
。 また，不正 問題 に つ い て も，同業組合 の 品質検査は 1933年ま で 行われ なか っ た し，1927

年 に施行さ れた 肥 料取締法は 一定 の 効果を発揮しつ つ も不正 を解消す る こ と は で きな か っ た 。す

なわ ち，当該期の 台湾に お ける 肥料の 質は 集権的な方法で は充分に は 担保されな い 状況 に あ っ た

　 62）　 二 亀
一

郎 「台湾 の 米取引改善策」 9 頁 。
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の で ある 。

　した が っ て ，品質の 良し悪 し の 判断がつ か な い 農民は ，信頼で きる相手を探 し，現金 支出 の

30％ に 当た る肥 料を 購人 す る以外に 方法 は なか っ た 。その 際，農民 の フ ァ
ース トチ ョ ィ ス は，

農会の 共同購買で あ っ た。共同購買は 肥料代金の延納が可能で あ っ た し，肥料購人機会の 提供を

目的 と し て お り，品質検査 も実施 され て い た た め ，不止 を行 うイ ン セ ン テ ィ ブが な い か らで ある 。

こ うした農会の 活動は農民 か らすれ ば十分に 信頼に 足る もの で あ っ た ろ う。 た だ し，追肥需要 に

必ず しも対応で きない 点で 共同購買は 問題が あ っ た 。 農民 は や は り，］ii場 で 購入する必要があ っ

た の で ある 。 市場に お い て 農民が選 ん だ の は ，兼営土壟間で あ っ た
。 前貸 し制 と結び つ い た 肥料

取引下 で は，兼営⊥壟間が騙 されて い る 卩亅
．
能性 もあ っ た が，自らが 不止を 行 うイ ン セ ン テ ィ ブ は

な い た め ，農民か らすれば，他 の 商人tc比 べ て 信頼する に 足る 存在で あ っ た 。 兼営土壟間 に よ る

前貸 しは
， 農民 へ の 「支配」 とい う側面と ともに，金融 ・不正 リ ス ク の 回避を 可能 に す る と い う

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 63）

側面 も併せ持 っ て い た の で あ る 。

　以上 の よ うに
， 金融制度や 法制度 の 不 備を 補完す る形で ，農民が信頼で ぎる取引相手を選択 し

て い た こ とが，不止 が横行す る 市場 に お い て も肥料需要が減退 しなか っ た
一因で ある と言え よ う。

従来，産米増殖要請へ の対応 を可能 とさせ た 要因 として ，総督府が 生産性の 高い 蓬莱種の 開発に

成 功 した こ とが強調 されて きた
。

し か し
， その 高生 産性を担保 し て い た肥 料に 対す る需要の 持続

的な拡大が ．「農民 一土墾間」 とい う清朝期か ら続 く籾取引関係 の 再 編に よ っ て 達成されて い た

こ と も同等 に 重要 で あ っ た こ と を見落 と し て は な らな い の で ある。

63） 近 10凅 本の 地主 ・小作契約 を 検討 し た 高槻泰郎 も，前貸しを め ぐる 「攴配」 以 外 の 側面 に つ い て

　議論 し て い る。高槻泰郎 「取引統治効果 の 深化 と派 生
一
近世期地方米市場 の 拡 大一

」 東京 大学 社 会 科

　学研究所 デ ィ ス カ ッ シ ョ ン ペ ーパ ー
シ リ

ーズ J−178 （2009年 9 月）。
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